
※療担規則等に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項

入院に関する事項（入院基本料等）

入院時食事療養（Ⅰ）
入院患者さんへの食事提供は、管理栄養士によって管理された食事を適時
（夕食については午後６時以降）・適温で提供しています。

当院では、医療安全管理者による相談及び支援を行っています。

当院では、ICT(感染管理チーム)が活動しており、感染防止対策に取り組ん
でおります。

当院では、褥瘡対策チームが活動し、褥瘡の発生防止に努めております。

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

時間帯 勤務する看護職員
１人当たりの患者数

日勤帯 （08:30～16:30）

平均３人以内準夜帯 （16:30～00:30）

深夜帯 （00:30～08:30）

看護要員の配置（HCU）

看護職員 常時4対1

当病棟での１日の看護職員（看護師及び准看護師）及
び看護補助者の勤務状況は次のとおりです

看護職員　 １日に ６人以上


